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令和３(2021)年度科学研究費助成事業（補助金分）の繰越しについて（通知） 

 

科学研究費補助金の繰越制度は、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により年度内に

完了することが困難となった研究課題（補助事業）について、一定の要件に合致する場合に、所定の承

認手続を経たうえで、当該補助金の全部または一部を翌年度に繰越して使用することができる制度で

す。今年度は、例年より多くの申請が想定されるため、発生時期に応じて３回に分けて受け付けることと

なりました。 

また、新型コロナウイルス感染症が原因で繰越申請を行う研究課題に係る申請手続きについて、「新型

コロナウイルス感染症に伴う繰越申請について」をご確認ください。 

繰越しを希望される方は、繰越要件に合致しているか確認したうえで、研究協力課まで先にご一報

いただくとともに、下記に従い、必要書類を作成・提出願います。 

※間接経費については次年度への繰越しができないため、間接経費の繰越（翌債）承認要求額は０円です。 

 

記 

 
【提出書類】 

  ● 繰越（翌債）を必要とする理由書（様式Ｃ－２６）… 科研費電子申請システムで作成・送信 

  ● 繰越要件等事前確認票（様式Ｂ－２ 別紙２）… メールで研究協力課宛提出 

    https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/data/kurikoshi/r03/b-02_bessi2.doc 
 

【学内提出期限】 

  第１回提出期限  令和３年１２月１５日（水） 

           （令和３年１０月までに繰越事由が発生した場合） 

  第２回提出期限  令和４年１月１４日（金） 

（令和３年１１月～１２月に繰越事由が発生した場合） 

第３回提出期限  令和４年２月３日（木） 

           （令和４年１月以降に繰越事由が発生した場合） 

  

※日本学術振興会に事前相談を行う場合がありますので、期限厳守でお願いします。 

 また、再通知は行いませんので留意ください。 

 

【参考URL】 

 ・繰越制度の概要（研究者用） 

  https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/data/kurikoshi/r03/betten1_kikan.pdf  
 ・繰越申請書作成に当たっての参考資料集 ※繰越事由一覧（4～5頁） 
  https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/data/kurikoshi/r03/betten2.pdf 
  ・新型コロナウイルス感染症に伴う繰越申請について 
  https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/data/kurikoshi/r03/betten3.pdf 
 ・研究者向け操作手引（402～428頁） 



  https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/kofumanual-shinseisha_H.pdf 
  ・日本学術振興会ホームページ 

 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/2021/g_1124/index.html 
 

【問合せ先及び書類の提出先】 

研究協力課 研究協力主担当  

内線:８４８２ (医学部からは頭に６をつけてください） 

Mail：kyokaken@mail.admin.saga-u.ac.jp  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




